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章
学
誠
に
お
け
る
経
書
の
位
置

黒

田

秀

教

は
じ
め
に

考
証
学
が
全
盛
を
極
め
た
清
朝
乾
隆
・
嘉
慶
年
間
に
、
考
証
学
を
批
判
し
た
学
者
が
い
た
。
章
学
誠
、
字
は
実
斎
、
斯
江
会
稽
の
人

で
あ
る
。
章
学
誠
は
乾
隆
三
年
に
生
ま
れ
、
乾
隆
四
十
三
年
に
進
士
に
登
台
す
る
が
、
官
途
に
は
就
か
ず
、

地
方
官
の
幕
僚
と
し
て
生

涯
を
過
ご
し
、
嘉
慶
六
年
に
世
を
去
っ
た
。
そ
の
学
説
と
し
て
、
経
書
は
全
て
史
書
で
あ
る
と
す
る
「
六
経
皆
史
」
説
が
有
名
で
あ
る
。

章
学
誠
は
経
書
を
全
て
史
書
と
定
義
し
た
。

で
は
章
学
誠
は
、
従
来
経
書
が
持
っ
て
い
た
権
威
を
否
定
し
て
、
経
堂
聞
を
『
史
記
』
な

ど
の
後
世
の
史
書
と
、
同
列
に
並
べ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
経
書
が
史
書
で
あ
る
な
ら
ば
、
経
学
は
経
学
以
外
の
学
問
と

ど
う
い
う
関
係
を
持
つ
と
考
え
た
の
か
σ

先
行
研
究
に
よ
っ
て
も
、
こ
の
問
題
は
充
分
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
「
六
経
皆
史
」
の
文
句

が
一
人
歩
き
し
、
経
書
を
史
書
の
位
置
に
引
き
下
げ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
論
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え

る
こ
と
と
す
る
。
方
法
と
し
て
、
先
ず
、
章
学
誠
が
経
書
の
起
源
に
つ
い
て
ど
う
考
え
て
い
た
か
を
確
認
し
、
章
学
誠
の
想
定
す
る
経
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書
と
後
世
の
史
書
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
次
に
、
経
書
が
作
成
さ
れ
た
時
代
の
学
問
形
態
と
そ
れ
以
降
の
学
問
形
態
と
の
相
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違
に
つ
い
て
、
章
学
誠
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
を
確
認
し
、
章
学
誠
が
経
書
と
諸
子
百
家
と
の
関
係
を
ど
う
考
え
て
い
た
か

を
考
察
す
る
。
そ
し
て
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
、
章
学
誠
が
「
六
経
皆
史
」
説
に
経
書
の
権
威
を
組
み
入
れ
た
意
図
を
、
章
学
誠
の
生
い

(
1
)
 

立
ち
よ
り
考
え
る
。

一
、
経
書
の
起
源

初
め
に
、
章
学
誠
が
経
書
の
起
源
を
ど
の
よ
う
に
寿
え
て
い
た
か
を
確
認
す
る
。
章
学
誠
は
、
孔
子
の
時
に
は
、
「
経
」
と
い
う
名
は

な
か
っ
た
と
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

此
れ
六
芸
の
官
守
を
失
う
と
臨
も
市
て
猶
お
頼
み
て
師
教
有
る
が
ご
と
き
の
所
以
な
り
。
然
れ
ど
も
夫
子
の
時
、
猶
お
経
と
都
け

ず
。
(
『
文
史
通
義
』
「
経
解
上
」
)

そ
し
て
、
「
経
」
と
い
う
呼
称
は
、
孔
子
以
後
の
儒
家
が
付
け
た
と
次
の
よ
う
に
き
日
/
。

儒
家
者
流
は
乃
ち
六
芸
を
尊
ぴ
、
而
て
奉
じ
て
以
て
経
と
為
す
。
(
『
文
史
通
義
』
「
経
解
上
」
)

こ
こ
に
言
う
「
六
芸
」
と
は
経
書
の
こ
と
で
あ
る
。

で
は
、
「
六
芸
」
と
は
何
に
由
来
す
る
の
か
。
章
学
誠
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

六
芸
孔
氏
の
書
に
非
ず
。
乃
ち
周
官
の
旧
典
な
り
。
(
『
校
讐
通
義
』
「
原
道
」
)

「
六
芸
」
と
は
孔
子
の
製
作
し
た
も
の
で
は
な
く
、
「
周
官
の
旧
血
乙
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
次
の
よ
う
に
も
言
う
。



み

ず

か

っ

く

夫
子
府
公
の
道
を
尽
く
し
て
其
の
教
を
万
世
に
明
か
に
す
。
夫
子
未
だ
嘗
て
自
ら
説
を
為
ら
ざ
る
な
り
。
六
籍
を
表
章
し
、
周

公
の
旧
典
を
存
す
。
故
に
日
く
、
「
述
べ
て
作
ら
ず
、
信
じ
て
古
を
好
む
」
と
。
(
『
文
史
通
義
」
「
原
道
中
」
)

「
六
籍
」
は
「
六
芸
」
の
こ
と
で
あ
る
。
孔
子
は
「
六
籍
」
を
表
彰
し
て
「
周
公
の
旧
典
」
を
伝
え
た
の
だ
と
言
う
。
と
こ
ろ
で
、
伝

統
的
に
、
『
春
秋
』
は
孔
子
の
筆
削
を
以
て
成
立
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

で
は
、
章
学
誠
は
、
「
春
秋
」

の
成
立
に
つ
い
て
ど
う
考
え
て

い
た
の
か
。
そ
れ
を
次
に
挙
げ
る
。

章学誠における経書の位置

昔
夫
子
の
『
春
秋
』
を
作
る
や
、
筆
削
既
に
具
わ
り
、
復
た
徴
言
大
義
を
以
て
、
其
の
徒
に
口
授
す
。
(
『
文
史
通
義
』
「
史
注
」
)

や
は
り
『
春
秋
」
は
孔
子
の
筆
削
に
よ
っ
て
成
立
し
た
も
の
だ
と
言
う
。

章
学
誠
も
、

で
は
、
こ
の
『
春
秋
」
は
「
周
公
の
旧
典
」
に

含
ま
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
章
学
誠
は
次
の
よ
う
に
一

zyノ。

夫
れ
『
春
秋
」
は
乃
ち
周
公
の
旧
典
な
り
。
(
『
文
史
通
義
』
「
易
教
上
」
)

章
学
誠
は
、
『
春
秋
』
も
「
周
公
の
旧
典
」
だ
と
す
る
。
章
学
誠
は
、
孔
子
と
周
公
と
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
一
吉
Tjo

或
る
ひ
と
問
う
な
ら
く
、
何
を
以
て
か
一
言
に
し
て
孔
子
を
尽
く
す
や
、

と
。
則
ち
日
く
、
周
公
を
学
ぶ
の
み
、

と
。
周
公
の
外
、

別
に
学
ぶ
所
無
き
か
、

と
。
日
く
、
学
ぶ
こ
と
有
る
に
非
ず
。
而
し
て
孔
子
至
ら
ざ
る
所
有
り
。
周
公
既
に
群
聖
の
成
を
集
む

れ
ば
、
則
ち
周
公
の
外
、
更
に
所
謂
学
ぶ
こ
と
無
き
な
り
。
周
公
群
聖
の
大
成
を
集
む
。
孔
子
学
ぴ
て
周
公
の
道
を
尽
く
す
。
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斯
の
一
言
や
、
以
て
孔
子
の
全
体
を
蔽
う
に
足
る
。
「
尭
・
舜
を
祖
述
す
」
と
は
、
周
公
の
志
な
り
。
「
文
・
武
を
憲
章
す
」
と
は
、
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周
公
の
業
な
り
。

一
つ
し
て
は
則
ち
日
く
、
「
文
王
既
に
没
し
、
文
革
に
在
ら
ず
」
と
。
再
ぴ
し
て
は
則
ち
日
く
、
「
甚
だ
し
き

か
な
吾
の
衰
え
た
る
、
復
た
夢
に
周
公
を
見
ず
」
と
。
又
た
日
く
、
「
吾
周
の
礼
を
学
ぶ
、
今
之
を
用
う
」
と
。
又
た
日
く
、
「
郁

郁
乎
と
し
て
文
な
る
か
な
、
吾
周
に
従
わ
ん
」
と
。
哀
公
政
を
問
え
ば
則
ち
日
く
、
「
文
・
武
の
政
、
布
き
て
方
策
に
在
り
」
と
。

お

も
以
為
え
ら
く
、
「
文
・
武
の
道
未
だ
地
に
墜
ち
ず
」
と
。
「
述

或
る
ひ
と
問
う
な
ら
く
、
「
仲
尼
罵
く
に
か
学
ば
ん
」
と
。
子
貢

べ
て
作
ら
ず
」
と
は
、
周
公
の
旧
典
な
り
。
「
古
を
好
み
敏
に
求
む
」
と
は
、
周
公
の
遺
籍
な
り
。
(
『
文
史
通
義
』
「
原
道
上
」
)

孔
子
は
周
公
に
学
び
、
周
公
の
外
に
学
ぶ
こ
と
は
な
か
っ
た
。
『
礼
記
』
「
中
庸
」
に
「
仲
尼
尭
・
舜
を
祖
述
し
、
文
・
武
を
憲
章
す
。
」

と
あ
る
が
、
「
尭
・
舜
を
祖
述
」
し
、
「
文
・
武
を
憲
章
す
」
る
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
周
公
の
志
で
あ
り
、
事
業
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う

に
述
べ
る
章
学
誠
に
と
っ
て
、
孔
子
の
学
は
周
公
の
道
か
ら
踏
み
出
る
こ
と
は
な
く
、
孔
子
の
著
述
も
「
周
公
の
旧
典
」
と
な
る
の
で

あ
る
。
ま
た
周
公
は
周
の
制
度
を
作
っ
た
人
物
と
さ
れ
る
。
周
の
官
制
も
周
公
の
事
業
の
一
つ
で
あ
り
、
周
公
の
道
に
出
る
。
だ
か
ら

章
学
誠
に
と
っ
て
、
「
周
官
の
旧
典
」
は
「
周
公
の
旧
血
乙
で
あ
る
。
章
学
誠
は
、
経
書
の
起
源
を
周
公
に
求
め
る
の
で
あ
る
。

で
は
、

そ
の
周
公
の
生
き
た
周
代
を
、
章
学
誠
は
ど
う
考
え
て
い
た
の
か
。
そ
れ
を
次
に
挙
げ
る
。

義
・
農
・
軒
・
顧
の
制
作
、
初
め
意
是
く
の
知
き
に
過
ぎ
ざ
る
の
み
。
法
は
積
み
、
美
は
備
わ
り
、
唐
・
虞
に
至
り
て
善
を
尽
く

す
。
段
は
因
り
夏
は
監
み
、
成
周
に
至
り
て
憾
み
無
し
。
(
『
文
史
通
義
』
「
原
道
上
」
)

上
古
よ
り
法
や
道
徳
が
次
第
に
積
み
重
な
り
整
え
ら
れ
て
い
き
、
遂
に
周
代
は
、
政
治
体
制
も
道
徳
も
完
全
無
欠
の
状
態
を
迎
え
た
と

す
る
。

で
は
、
周
以
後
は
ど
う
で
あ
っ
た
と
す
る
の
か
。



百
家
雑
出
し
て
道
を
言
う
に
至
り
て
、
儒
者
は
自
ら
其
の
出
づ
る
所
を
尊
ば
ざ
る
を
得
ず
。

一
つ
し
て
は
則
ち
尭
舜
の
道
を
日
い

再
び
し
て
は
則
ち
周
公
・
仲
尼
の
道
と
日
う
。
故
に
韓
退
之
「
道
と
徳
と
虚
位
為
り
」
と
謂
え
り
。
夫
れ
道
と
徳
と
虚
位
為
る
は
、

道
徳
の
衰
え
た
る
な
り
。
(
『
文
史
通
義
』
「
原
道
中
」
)

諸
子
百
家
の
時
代
を
迎
え
る
と
、
道
徳
は
衰
、
え
て
い
っ
た
と
す
る
。
こ
れ
は
一
種
の
下
降
史
観
で
あ
る
。

章
学
誠
に
と
っ
て
、
経
書
は
、
政
治
体
制
や
道
徳
が
理
想
状
態
に
あ
っ
た
時
代
に
起
源
を
持
ち
、

そ
の
時
代
の
事
を
記
し
て
い
る
。

章学誠における経書の位置

つ
ま
り
章
学
誠
に
と
っ
て
、
経
書
は
理
想
時
代
の
事
を
載
せ
た
史
書
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
『
史
記
』
を
始
め
と
す
る
後
世
の
史
書

は
、
政
治
体
制
や
道
徳
の
衰
え
た
時
代
の
事
を
載
せ
る
。
経
書
に
理
想
状
態
の
道
徳
が
示
さ
れ
て
い
る
と
し
、
ま
た
周
代
を
理
想
時
代

と
み
な
す
姿
勢
は
、
典
型
的
な
儒
家
の
そ
れ
で
あ
る
。
章
学
誠
は
経
書
を
史
書
と
定
義
す
る
。
し
か
し
、
経
書
と
後
世
の
史
書
と
に
は
、

そ
こ
に
一
部
さ
れ
て
い
る
道
や
道
徳
に
決
定
的
な
差
異
が
存
在
す
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

二
、
経
書
と
諸
子
百
家
と
の
関
係

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
章
学
誠
は
、
経
書
は
全
て
史
書
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
経
書
は
理
想
時
代
の
事
を
載
せ
た
史
書
と
し
て
、

後
世
の
史
書
と
一
線
を
画
す
地
位
を
経
書
に
与
え
て
い
た
。
本
節
で
は
、
経
書
の
起
源
で
あ
る
周
代
と
周
代
以
降
と
の
学
問
形
態
に
つ

い
て
章
学
誠
が
ど
う
考
え
て
い
た
か
を
確
認
し
て
、
章
学
誠
に
お
け
る
経
書
と
諸
子
百
家
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

周
代
の
学
問
形
態
に
つ
い
て
、
章
学
誠
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

35 

以
て
学
校
の
設
、

四
代
に
通
ず
る
に
至
る
。
司
成
師
保
の
職
、
周
官
に
詳
ら
か
な
り
。
然
れ
ど
も
既
に
有
司
に
列
す
れ
ば
、
則
ち



36 

っ
か
書

捧
業
は
掌
故
に
存
す
。
其
の
習
う
所
の
者
は
、
修
斉
治
平
の
道
に
し
て
、
師
と
す
る
所
の
者
は
官
を
守
り
法
を
典
ど
る
の
人
な
り
。

治
教
は
二
無
く
、
官
師
は
合
一
す
。
宣
に
空
言
も
て
以
て
其
の
私
説
を
存
す
る
こ
と
有
ら
ん
や
。
(
『
文
史
通
義
』
「
原
道
中
」
)

章
学
誠
は
'
「
官
師
A
口
こ
を
理
想
の
学
問
形
態
と
す
る
。
秦
の
焚
書
坑
儒
に
つ
い
て
さ
え
、
そ
こ
に
「
官
師
合
こ
を
見
い
だ
し
て
一

(2) 

概
に
否
定
し
な
い
程
で
あ
る
。
で
は
章
学
誠
は
、
周
代
以
後
の
諸
子
百
家
の
時
代
を
ど
の
よ
う
な
目
で
見
て
い
た
の
か
。
そ
れ
を
次
に

掲
げ
る
。三

代
以
後
、
官
師
分
か
れ
て
学
士
始
め
て
著
述
を
以
て
一
家
言
を
為
す
。
〈
「
文
史
通
義
』
「
為
謝
司
馬
撰
楚
辞
章
句
序
」
)

周
代
以
後
、
官
と
師
と
が
分
離
し
て
、
学
者
が
各
々
著
述
を
な
す
よ
う
に
な
っ
た
と
す
る
。
ま
た
次
の
よ
う
に
も
言
う
。

諸
子
百
家
、
大
道
に
衷
ら
ざ
る
も
、
其
の
之
を
持
す
る
に
故
有
り
て
之
を
言
い
て
理
を
成
す
所
以
の
者
は
、
則
ち
本
原
の
出
づ
る

所
、
皆
な
周
官
の
典
守
に
外
な
ら
ざ
る
を
以
て
な
り
。
(
『
文
史
通
義
』
「
易
教
下
」
)

諸
子
百
家
の
源
流
は
「
周
官
の
典
守
」
で
あ
る
と
言
う
。
そ
し
て
そ
の
周
宮
が
保
持
し
て
い
た
典
籍
が
、
「
周
官
の
旧
典
」
即
ち
「
周
公

の
旧
典
」
で
あ
り
、
孔
子
の
手
を
経
て
後
の
儒
家
に
よ
っ
て
「
経
」
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
諸
子
百
家
が
周
官
を
源
流
に
持
っ
と
す

る
思
想
は
、
『
漢
書
』
「
芸
文
志
」
九
流
十
家
の
説
に
基
づ
い
て
い
る
。
ま
た
、
章
学
誠
は
次
の
よ
う
に
も
言
う
。

後
世
の
文
字
、
必
ず
六
芸
に
遡
源
せ
ん
。
(
『
校
讐
通
義
』
「
原
道
第
こ
)



思
想
の
み
な
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
文
章
も
ま
た
経
書
よ
り
出
て
い
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
単
な
る
史
書
の
地
位
に
経
書
を
落
と
し
は
し
な
い
。
章
学
誠
に
と
っ
て
、
経
書
と

章
学
誠
は
経
書
を
全
て
史
書
と
し
た
が
、

は
学
問
や
文
章
の
源
流
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
や
は
り
、
典
型
的
な
儒
家
思
想
で
あ
ろ
う
。
ま
た
諸
子
百
家
の
源
流
を
周
官
に
求

め
る
こ
と
も
、
特
に
章
学
誠
の
立
て
た
新
説
で
は
な
い
。
経
書
と
諸
子
百
家
と
の
関
係
と
い
う
視
点
か
ら
み
て
も
、

や
は
り
章
学
誠
は

儒
家
の
常
識
を
外
れ
る
こ
と
は
な
い
。

章学誠における経書の位置

三
、
章
学
誠
の
経
書
観
の
形
成

前
節
ま
で
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
章
学
誠
は
、
経
書
は
全
て
史
書
だ
と
し
な
が
ら
も
、
経
書
は
理
想
時
代
の
事
を
載
せ
た
史
書
で
あ

り
、
道
徳
が
衰
え
た
時
代
の
事
を
載
せ
る
後
世
の
史
書
と
は
一
線
を
画
す
も
の
だ
と
し
、
ま
た
、
経
書
は
学
問
文
章
の
源
流
で
あ
る
と

考
え
て
い
た
。
こ
れ
は
、
典
型
的
な
儒
家
の
経
書
観
で
あ
る
。

で
は
、
経
書
を
全
て
史
書
だ
と
す
る
衝
撃
的
な
主
張
を
唱
え
な
が
ら
、

何
故
章
学
誠
は
経
書
の
権
威
を
否
定
し
な
か
っ
た
の
か
。
本
節
で
は
、
章
学
誠
の
生
い
立
ち
か
ら
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。

章
学
誠
は
、
も
と
も
と
愚
鈍
で
あ
っ
た
と
自
ら
次
の
よ
う
に
言
う
。

二
十
歳
以
前
、
性
絶
え
て
駿
滞
、
書
を
読
む
こ
と
日
に
三
二
百
言
を
過
ぎ
ざ
る
も
、
猶
お
久
識
す
る
能
わ
ず
。
(
『
文
史
通
義
』
「
家

室
旦
ハ
」
)

そ
ん
な
章
学
誠
に
も
、
次
の
よ
う
な
転
機
が
訪
れ
る
。

37 
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た
ち
ま

廿
一
二
歳
、
駿
駿
向
長
す
。
縦
い
て
群
書
を
覧
み
、
経
訓
に
於
い
て
は
未
だ
領
会
を
見
ざ
る
も
、
史
部
の
書
は
乍
ち
目
に
接
し
て
、

便
ち
夙
に
攻
習
す
る
所
の
然
き
者
に
似
た
り
。
其
の
中
の
利
病
得
失
、
口
に
随
い
て
能
く
挙
げ
、
挙
ぐ
れ
ば
親
ち
当
た
れ
り
。
(
『
文

史
通
義
』
「
家
書
六
」
)

二
十
一
、
二
歳
に
な
る
と
、
相
変
わ
ら
ず
経
部
の
も
の
は
苦
手
で
あ
っ
た
が
、

し
か
し
史
部
の
書
は
得
意
だ
っ
た
と
言
う
。
も
っ
と
も
、

史
学
へ
の
興
味
は
も
と
も
と
厚
か
っ
た
よ
う
で
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

吾
十
五
六
歳
に
し
て
甚
だ
駿
滞
と
雄
も
、
而
し
て
趣
を
識
れ
ば
則
ち
紙
筆
を
離
さ
ず
。
性
情
巳
に
史
学
に
近
く
、
塾
課
の
余
暇
、

私
か
に
『
左
」
・
『
国
』
諸
書
を
取
り
、
分
か
ち
て
紀
・
表
・
志
・
伝
を
為
し
『
東
周
書
』
を
作
す
。
(
『
文
史
通
義
』
「
家
書
六
」
)

章
学
誠
は
、
幼
児
よ
り
経
学
は
苦
手
で
あ
っ
て
、
史
学
に
偏
重
し
て
い
た
。

で
は
、
若
き
日
の
章
学
誠
は
、

ど
の
よ
う
な
目
で
経
書
を

見
て
い
た
の
か
。
そ
れ
を
次
に
掲
げ
る
一
節
に
見
て
み
よ
う
。

た
づ

経
史
子
集
、
久
し
く
四
庫
に
列
せ
ら
る
る
も
、
其
の
始
め
を
原
ぬ
れ
ば
亦
た
遠
き
に
非
ず
。
試
み
に
六
芸
の
初
め
を
論
ず
れ
ば
、

則
ち
経
の
日
本
よ
り
有
る
無
き
な
り
。
『
大
易
』
は
聖
人
の
書
な
る
を
以
て
之
を
尊
ぶ
に
非
ず
、
一
の
子
書
な
る
の
み
。
『
書
』
と

『
春
秋
』
と
は
両
ぴ
て
史
籍
な
る
の
み
。
『
詩
』
三
百
篇
は
文
集
な
る
の
み
。
『
儀
礼
」
・
『
周
官
』
は
律
令
会
典
な
る
の
み
。
自
り

て
『
易
』
の
太
卜
に
蔵
せ
ら
る
る
の
外
、
其
の
余
の
四
者
、
均
し
く
柱
下
の
籍
に
隷
せ
ら
る
。
(
『
校
讐
通
義
』
「
駁
文
選
義
例
書
再

然
日
」
)



(
3
)
 

山
口
久
和
氏
は
、
こ
の
「
駁
文
選
義
例
書
再
答
」
を
章
学
誠
二
十
七
歳
の
時
の
も
の
と
す
る
。
こ
の
頃
の
章
学
誠
の
経
書
観
は
、

五
十

歳
頃
以
降
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
経
と
い
う
分
類
が
も
と
も
と
は
存
在
し
な
い
と
す
る
点
は
、
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
十
七
歳
当

事
の
章
学
誠
は
、
経
書
を
全
て
史
書
だ
と
は
考
え
て
い
な
い
。
『
尚
書
』
と
『
春
秋
』
は
史
書
だ
と
す
る
が
、
『
周
易
』
は
子
書
で
あ
り
、

『
儀
礼
』
と
『
周
礼
』
は
律
令
会
典
で
あ
り
、
『
詩
』
は
文
芸
作
品
だ
と
す
る
。
山
口
氏
は
こ
の
「
駁
文
選
義
例
書
再
答
」
を
挙
げ
て
、

(
4
)
 

『
漢
書
』
「
芸
文
志
」
が
章
学
誠
の
発
想
の
原
点
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。

章学誠における経書の位置

「
官
師
合
こ
を
理
想
の
学
問
形
態
と
す
る
思
想
は
、
三
十
代
半
ば
に
は
固
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
を
次
に
挙
げ
て
み
る
。

三
代
の
盛
ん
な
る
や
、
法
は
書
に
具
わ
り
、
書
は
之
が
官
に
守
ら
る
。
天
下
の
術
業
、
皆
な
官
師
の
掌
故
に
出
で
、
道
芸
此
こ
に

於
い
て
斉
し
く
、
徳
行
此
こ
に
於
い
て
通
ず
。
天
下
文
を
同
じ
く
す
る
を
以
て
治
を
為
す
所
以
な
り
。
而
し
て
周
官
六
篇
、
皆

(
5
)
 

原
道
」
)

な
古
人
の
官
守
に
即
き
て
師
、
法
を
存
す
る
所
以
の
者
な
り
。
(
『
和
州
士
山
』
「
芸
文
書

{
6
}
 

『
和
州
志
』
は
、
章
学
誠
三
十
六
歳
の
時
に
編
纂
を
始
め
、
翌
年
中
断
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
章
学
誠
は
、
三
代
(
夏
・
段
・
周
)

で
は
、
天
下
の
術
業
は
官
に
よ
っ
て
掌
握
さ
れ
、
学
問
道
徳
は
理
想
的
な
状
態
で
あ
っ
た
と
す
る
。

一
方
、
周
以
後
に
官
と
師
と
が
分

離
し
て
、
個
人
が
著
述
を
な
し
様
々
な
学
説
を
う
ち
立
て
て
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

三
代
よ
り
後
、
文
字
職
司
に
隷
せ
ず
。
是
に
於
い
て
官
府
の
章
程
、
師
儒
の
習
業
、
分
か
れ
て
二
と
為
る
。
以
て
人
を
し
て
自
ら

書
を
為
さ
し
め
、
家
を
し
て
説
を
為
さ
し
む
。
蓋
し
泥
濫
し
て
百
司
の
掌
故
の
外
に
出
る
者
、
遂
に
粉
然
な
り
。
(
『
和
洲
士
山
』
「
芸

文
書
原
道
」
)
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(7) 

章
学
誠
が
初
め
て
『
史
通
』
を
読
ん
だ
の
は
二
十
八
歳
の
時
で
あ
る
。
ま
た
、
章
学
誠
が
『
文
史
通
義
』
を
書
き
始
め
る
の
は
、
三
十

{
8
)
 

五
歳
の
時
で
あ
る
。
章
学
誠
の
歴
史
観
は
、
遅
く
と
も
二
十
歳
代
後
半
か
ら
三
十
歳
代
前
半
と
い
う
ご
く
初
期
に
形
成
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
過
程
で
、
章
学
誠
が
経
書
の
権
威
を
否
認
し
た
痕
跡
は
見
ら
れ
な
い
。
章
学
誠
は
、
経
書
の
権
威
に
つ
い
て
の
常
識
的
な

立
場
を
守
り
、

そ
れ
を
越
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
章
学
誠
が
晩
年
に
「
六
経
皆
史
」
説
を
熟
成
さ
せ
た
時
、

そ

こ
に
経
書
の
権
威
が
燦
然
と
存
在
す
る
の
も
当
然
で
あ
る
。

で
は
そ
も
そ
も
、
経
書
を
尊
重
し
て
い
た
章
学
誠
が
、
経
書
を
全
て
史
書

だ
と
し
た
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
次
に
考
え
て
み
る
。

章
学
誠
は
「
史
通
』
を
読
み
、
次
の
言
を
発
し
て
い
る
。

吾
史
学
に
於
い
て
、
蓋
し
天
授
有
ら
ん
。
自
ら
凡
を
発
し
例
を
起
こ
す
を
信
じ
、
多
く
後
世
の
開
山
を
為
さ
ん
。
(
『
文
史
通
一
義
』

「{括和室回二」)

自
分
に
は
天
か
ら
授
か
っ
た
史
学
の
才
が
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
ま
た
章
学
誠
は
、
学
者
は
各
々
の
性
分
に
あ
っ
た
こ
と
を
研
究
す

る
べ
き
で
あ
る
と
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

人
生
ま
れ
て
全
才
を
得
難
し
と
い
え
ど
も
、
天
に
得
る
者
必
ず
近
き
所
有
り
、
学
者
自
ら
知
ら
ざ
る
な
り
。
博
覧
以
て
其
の
趣

の
入
る
所
を
験
し
、
習
試
以
て
其
の
性
の
安
ん
ず
る
所
を
求
め
、
芳
通
以
て
其
の
量
の
至
る
所
を
究
む
。
是
れ
亦
た
以
て
道
に

進
む
に
足
る
。
今
の
学
者
は
則
ち
然
ら
ず
。
天
質
の
近
き
所
を
問
わ
ず
、
心
性
の
安
ん
ず
る
所
を
求
め
ず
、
惟
だ
風
気
の
趨
く
所

を
逐
い
、
当
世
の
尚
ぷ
所
に
街
い
、
勉
め
強
い
て
之
を
為
む
る
は
、
固
よ
り
己
に
人
に
若
か
ず
。
(
『
文
史
通
義
』
「
答
沈
楓
塀
論
学
」
)



人
は
そ
れ
ぞ
れ
適
性
を
持
っ
て
生
ま
れ
、
ぞ
れ
を
活
か
せ
ば
、
「
道
」
へ
と
進
ん
で
い
け
る
と
す
る
。
章
学
誠
の
生
き
た
時
代
に
盛
ん
だ

っ
た
学
問
は
、
経
学
で
あ
る
。
じ
か
し
章
学
誠
は
経
学
を
苦
手
と
し
て
こ
れ
に
携
わ
ら
ず
、
興
味
が
あ
り
才
能
を
自
覚
し
て
い
た
史
学

を
攻
究
し
た
。
そ
の
経
緯
を
考
え
る
と
、
「
答
沈
楓
理
論
学
」
で
言
う
こ
と
は
、
章
学
誠
が
自
分
自
身
へ
の
弁
護
を
行
っ
た
も
の
と
も
読

み
と
れ
る
。
史
学
の
才
を
自
認
し
て
史
学
に
携
わ
る
章
学
誠
は
、
己
の
適
性
を
知
ら
ず
に
経
学
の
み
に
携
わ
ろ
う
と
す
る
世
の
学
者
と

違
っ
て
、
「
道
」
に
進
ん
で
い
け
る
。

章学誠における経書の位置

(
9
}
 

ま
た
‘
章
学
誠
は
『
文
史
通
義
』
「
斯
東
学
術
」
で
虚
構
の
系
譜
を
築
き
、
己
の
学
統
を
誇
示
す
る
。
己
の
学
問
に
大
き
な
自
負
を
抱

く
章
学
誠
は
、
史
学
を
経
学
と
同
等
、
或
い
は
そ
れ
以
上
の
価
値
あ
る
学
問
と
位
置
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
に
は
、
二
つ
の
手
段
が
あ
り
得
た
だ
ろ
う
。

一
つ
に
は
、
従
来
の
経
書
の
権
威
を
否
定
し
、
史
学
を
項
点
と
し
た
全
く
新

た
な
学
問
体
系
を
構
築
す
る
こ
と
で
あ
る
。
二
つ
に
は
、
経
書
は
実
は
史
書
で
あ
る
と
し
て
、
経
学
の
権
威
を
そ
の
ま
ま
史
学
に
引
き

込
ん
で
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
章
学
誠
の
「
六
経
皆
史
」
説
は
、
後
者
の
手
段
を
選
ん
だ
も
の
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な

ら
ば
、
次
の
こ
と
を
合
理
的
に
説
明
で
き
る
。
即
ち
、
章
学
誠
の
「
六
経
皆
史
」
説
は
、
従
来
の
儒
家
の
常
識
を
打
ち
破
り
、
経
書
の

権
威
を
否
定
し
て
い
く
可
能
性
を
秘
め
て
い
た
。
例
え
ば
、
章
荊
麟
は
、
経
書
を
純
然
た
る
史
書
と
し
、
経
書
に
込
め
ら
れ
て
い
る
と

(
叩
)

さ
れ
て
き
た
義
を
否
定
し
た
。
し
か
し
章
学
誠
は
、
自
ら
の
学
説
を
そ
の
方
向
に
は
発
展
さ
せ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
己
の
得
意
と
す

る
史
学
を
権
威
付
け
る
た
め
に
、
経
書
の
権
威
が
必
要
だ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
経
書
の
権
威
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
史
学
の
地
位
を
高

め
ん
と
す
る
章
学
誠
の
目
的
に
叶
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

章
学
誠
に
と
っ
て
、
経
書
は
全
て
史
書
で
あ
る
も
の
の
、

理
想
時
代
の
事
を
載
せ
た
も
の
で
あ
り
、
後
世
の
史
書
よ
り
も
価
値
の
高

い
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
経
書
は
あ
ら
ゆ
る
学
問
・
文
章
の
源
流
で
も
あ
っ
た
。
経
書
を
他
の
史
書
よ
り
も
価
値
の
高
い
、
権
威
あ

る
も
の
と
み
な
す
点
に
お
い
て
、
章
学
誠
の
経
書
観
は
儒
家
の
常
識
か
ら
外
に
出
る
こ
と
は
な
い
。
た
だ
章
学
誠
は
、
経
書
が
伝
統
的

に
保
持
し
て
い
た
権
威
を
そ
の
ま
ま
史
学
の
内
部
に
組
み
込
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
図
は
、
史
学
に
絶
大
な
権
威
を
与
え
る
た
め

で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

本
論
は
章
学
誠
の
「
六
経
皆
史
」
説
に
お
け
る
経
書
の
権
威
に
つ
い
て
中
心
に
論
じ
た
。
章
学
誠
は
、
「
六
経
皆
史
」
説
以
外
に
も
性

情
に
つ
い
て
の
説
な
ど
特
色
有
る
学
説
を
唱
え
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
学
説
に
お
い
て
、
経
書
の
権
威
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
の

か
。
ま
た
、
章
学
誠
の
唱
え
た
「
六
経
皆
史
」
説
は
、
本
論
で
述
べ
た
よ
う
に
経
書
の
権
威
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
章
学
誠

以
後
の
「
六
経
皆
史
」
説
は
、
何
故
経
書
の
権
威
を
否
定
し
て
い
っ
た
の
か
。
こ
れ
ら
問
題
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

、定

(
1
)

章
学
誠
の
主
著
『
文
史
通
義
」
と
「
校
讐
通
義
』
と
に
は
、
大
梁
本
・
嘉
業
堂
本
と
い
う
こ
系
統
の
版
本
が
あ
る
。
本
論
で
は
、
嘉

業
堂
本
系
に
属
す
る
『
章
学
誠
遺
書
』
(
文
物
出
版
社
西
暦
一
九
八
五
年
)
を
底
本
と
し
た
。
な
お
、
章
学
誠
の
六
経
皆
史
説
の
中
核

を
伝
え
る
『
文
史
通
義
』
内
篇
の
多
く
は
、
章
学
誠
五
十
歳
前
後
以
降
に
書
か
れ
て
い
る
。
本
論
で
章
学
誠
の
「
六
経
皆
史
」
説
と
呼

ん
で
い
る
の
は
、
そ
の
章
学
誠
五
十
歳
前
後
以
降
の
晩
年
の
定
論
で
あ
る
。

(
2
)

「
秦
人
詩
・
書
を
偶
語
す
る
を
禁
じ
、
而
し
て
云
え
ら
く
、
「
法
令
を
学
ば
ん
と
欲
す
れ
ば
、
夏
を
以
て
師
と
為
せ
」
と
。
則
ち
亦
た
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道
器
A
口
て
而
し
て
官
師
治
教
、
未
だ
嘗
て
分
岐
し
て
こ
と
為
ら
ざ
る
の
至
理
な
り
」
(
『
文
史
通
義
』
「
原
道
中
」
)

(
3
)

山
口
久
和
『
章
学
誠
の
知
識
論
』
(
創
文
社
西
暦
一
九
九
八
年
)
百
五
十
五
頁
の
注
一
。
山
口
氏
は
、
「
与
瓢
秀
才
論
文
選
義
例
書
」

の
嘉
業
堂
本
『
章
氏
遺
書
』
目
録
の
割
注
よ
り
、
「
答
甑
秀
才
論
修
志
第
一
室
田
」
・
「
答
瓢
秀
才
論
修
志
第
二
書
」
・
「
駁
文
選
義
例
室
田
再

答
」
・
「
与
瓢
秀
才
論
文
選
義
例
書
」
を
、
同
時
期
の
も
の
と
す
る
。
そ
し
て
胡
適
が
「
答
瓢
秀
才
論
修
志
第
二
音
」
・
「
答
瓢
秀
才
論
修

志
第
二
書
」
を
章
学
誠
二
十
七
歳
の
時
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
駁
文
選
義
例
書
再
答
」
も
章
、
学
誠
二
十
七
歳
の
時
と
比
定
す
る
。
本

論
も
山
口
氏
に
従
う
。

(
4
)

山
口
氏
前
掲
書
、
百
五
十
二
頁
参
照
。

(
5
)

『
章
、
学
誠
遺
書
』
の
外
篇
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
山
口
氏
は
こ
の
『
和
州
志
』
を
、
官
と
師
と
が
分
か
れ
て
か
ら
学
問
が
下
降

し
て
い
く
と
す
る
章
学
誠
の
史
観
が
述
べ
ら
れ
る
資
料
の
内
、
最
も
早
い
も
の
だ
と
し
て
い
る
。

(
6
)

胡
適
『
章
実
斎
先
生
年
譜
』
に
よ
る
。
本
論
で
は
遠
流
出
版
事
業
股
傍
有
限
公
司
胡
適
作
品
集
第
三
十
三
巻
民
国
七
十
五
年
(
西

暦
一
九
八
六
年
)
を
用
い
た
。

(7)

「
其
の
実
、
吾
の
史
通
を
見
る
は
巳
に
廿
八
歳
な
り
。
」
(
『
文
史
通
義
』
「
家
書
六
」
)

(
8
)

胡
適
『
章
実
斎
先
生
年
譜
』
に
よ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
段
階
の
『
文
史
通
義
』
構
想
が
、
後
の
『
文
史
通
義
』
と
同
じ
で
あ
る
と
は

限
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
に
自
分
の
学
説
に
自
信
を
持
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
推
察
さ
れ
る
。

(
9
)

山
口
氏
前
掲
書
、
第
二
章
第
一
節
参
照
。

(
叩
)
『
国
粋
学
報
』
第
二
十
期
「
諸
子
学
説
略
」
(
西
暦
一
九

O
六
年
)
。

(
大
学
院
後
期
課
程
学
生
)
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SUMMARY 

Position of the Chinese classics of Confucianism in Chang Hsueh
ch'eng (~~ID£) 

Hidenori KURODA 

Chang Hsueh-ch'eng (1738-1801) is Historian in Ch'ing era (nH'C). 
In this time, The New Text School of Ch'ing Dynasty (mJliJ3~1llE'¥) 

was prosperous. However, he criticized it and advocated his character
istic theory, which is called as Liu-ching chieh-shih (1\*H~"~). He is 
famous for this theory. 

He regarded Chinese classics of Confucianism as a history book. 
But it had not denied the authority which was held conventionally of 
the classics. For him, the classics carry the thing of an ideal time, and 

is the origin of all learning and texts. His recognition about authority 
of the classics did not come from a Confucian scholar's common sense 
outside. He included the authority of classics held traditionally in the 
historian as it is. The intention is considered whether to be for grant
ing a historian the authority which exceeds The New Text School of 
Ch'ing Dynqsty. 




